
筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 目的 

本要項は、「筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業」に係る契約の相手方となる事業者の

選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

(1)業務名 

筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業 

(2)業務内容 

「筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業 仕様書」のとおり 

ただし、契約時における仕様書は、候補者として選定された企画提案書の内容に応じて

仕様を変更する場合がある。 

(3)業務期間 

契約締結日の翌日から令和１１年３月３１日まで 

(4)対象箇所 

筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業のとおり 

 

３ 提案上限額 

提案上限額は、346,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とし、提案上限

額を超えないこと。 

なお、各年度における支払い限度額は、次のとおりである。 

 

年度 支払限度額（税込） 

令和 6年度 190,000,000円 

令和 7年度 39,000,000円 

令和 8年度 39,000,000円 

令和 9年度 39,000,000円 

令和 10年度 39,000,000円 

合計 346,000,000円 

 

４ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

 



５ スケジュール 

 契約までの予定スケジュール 

内容 日程、提出期限等 

公示日 令和 6年 4月 24日（水） 

質問書の提出 令和 6年 4月 30日（火） 

質問書に対する回答 令和 6年 5月 7日（火） 

参加申込書及び資格確認書類 令和 6年 5月 10日（金） 

資格審査・結果通知 令和 6年 5月 14日（火） 

提案書の提出 令和 6年 5月 15日（水）から 

令和 6年 5月 24日（金） 

プレゼンテーション 令和 6年 5月 28日（火）から 

令和 6年 6月 7日（金）までの間で別

途通知する日 

審査結果通知 令和 6年 6月 10日（月）【予定】 

仕様精査の後、契約締結 令和 6年 6月下旬頃【予定】 

 

６ 参加資格 

（１）プロポーザルに参加することができる者は、参加申込書等の提出締切時点で、次に

掲げる要件の全てに該当する者とする。 

①過去、国、地方公共団体等において、本業務と同種（ゼロトラスト環境構築）または

類似の業務（学校のネットワーク環境構築）を行い、運用保守の実績があること。 

②地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する、契約を締結す

る能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

③筑紫野市から指名停止措置を受けてないこと。 

④国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税の滞納がないこと。 

⑤手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状

態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑥会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと。 

⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

 

７ 質疑・応答 

(1)質問方法 



本プロポーザルの実施要項及び仕様書等に関する質問については、件名を次のとお

り記載した電子メールに「質問書」（様式第 2号）を添付して、「１７．問い合わせ先」

宛に送信し、着信確認の電話連絡をすること。電話又は口頭による質問は受け付けない。

また、質問期限以降の質問は、一切受け付けない。 

【件名】 筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業プロポ質問書／会社名／ 

(2)期限 

令和６年４月３０日（火）午後５時までに必着 

(3)回答方法 

令和６年５月７日（火）までに、「質問書」（様式第 2号）に記載されたメールアドレ

ス宛に電子メールで回答する。また、質問の回答は本要項の追加または修正とみなす。 

 

８ 参加申込の手続き 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要項、仕様書及び関係法令等の各規定を理

解したうえで、次に掲げる書類を提出すること。ただし、③④は参加申込期限から３ヶ月以

内に発効されたものに限る。 

（１）提出書類 

①参加申込書（様式２）                    １部 

②誓約書（様式３）                      １部 

③登記事項全部証明書                     １部 

④納税（滞納なし）証明書（国税、都道府県税及び市区町村税）  １部 

⑤事業者概要書（様式５）                   １部 

⑥業務受託実績（様式６）                   １部 

⑦委任状（支店等に参加手続き等の委任を行う場合）（様式７）   １部 

⑧参加資格に係る申立書（様式８）               １部 

 

（２）受付期間 

令和６年４月２４日（水）から５月１０日（金）（土、日、祝日を除く。郵送の場合

は、配達証明付書留郵便とし、受付期間内に必着とする。）までの期間で、時間は午前

８時３０分から午後５時までとする。 

（３）提出先 

「１７ 問い合わせ先」に記載のとおりとする。 

 

９ 企画提案書等の提出 

 参加申込書等の提出を行った者は、市から資格審査結果の通知を受けた後、次に掲げる書

類を提出すること。 

（１）提出書類 



① 企画提案書（鑑）（様式４）   １部 

② 企画提案書（本要項１０の企画提案書作成方法を参照すること。） 

③ 価格提案書（様式９）       １部 

④ 端末スペック一覧（様式１０）  １部 

⑤ 提案内容に沿って変更した仕様書（案）（docx形式） データ提出 

（２）受付期間 

令和６年５月１５日（水）から５月２４日（金）（土、日、祝日を除く。郵送の場合は、

配達証明付書留郵便とし、受付期間内に必着とする。）までの期間で、時間は午前８時３

０分から午後５時までとする。 

 （３）提出先 

「１７ 問い合わせ先」に記載のとおりとする。 

 

１０ 企画提案書作成方法 

 参加者は、「筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業 仕様書」に基づき、本業務の目的に

沿った企画を策定し、より効果的な業務実施となるよう企画提案書を作成すること。 

 なお、１参加者につき、１点に限る。 

（１）企画提案書の形式等 

【規  格】Ａ４判とし、文字の大きさは 10.5pt以上とする 

【部  数】正本１部、副本１０部、及び電子データ（PDF） 

【その他】 

・提案書（紙媒体）は、正確かつ簡潔な内容とし、４０ページ以内を原則とする。 

なお、表紙、裏表紙、目次は枚数に含まない。 

 ・高度な専門的知識を有しない者でも理解できるようわかりやすく表現すること 

 ・文章を補完するために、イメージ図または図面等を使用して差し支えない。 

 

（２）企画提案書に係る留意事項 

①提出期限後の再提出及び差し替えは、原則として認めない。  

②企画提案の内容に関する事項が、提案者以外の者に知られることがないように扱

うものとする。 

 

１１ 審査 

 （１）審査方法 

契約の相手方となる候補者（以下「事業候補者」という。）の選定は、関係者で構成

する「筑紫野市立小中学校校務系環境更新事業公募型プロポーザル審査委員会」を開催

し、最も適した事業者を候補者として選定する。 

評価にあたっては、参加資格を満たす参加申込者により提出された企画提案書のプ



レゼンテーションを本プロポーザル審査委員会が審査する。 

なお、参加者が１社のみの場合であっても、審査委員会において提案内容の審査を行

い、選定の可否を決定する。 

（２）プレゼンテーションの実施 

① 実施日については、令和６年５月２８日（火）から６月７日（金）までの間で実

施することとし、日時等の詳細は参加申込者に対し別途通知する。 

② 提案時間は４０分以内とし、その後、質疑応答を１０分以内で行う。 

  ※準備、片付けの時間は提案時間に含まないが、合わせて１０分程度で行うこと。 

③ 参加人数は５人までとする。 

④ その他 

（ア）場所、時間の詳細は決定次第、参加者に対し別途通知する。 

（イ）プロジェクターを使用したプレゼンテーションも可とし、必要な機材等（提

示用 PC、プロジェクター及び接続ケーブル等）とし、参加者が用意する。な

お、会場レイアウト等は、別途通知する。 

（ウ）当日に追加資料を配布すること及び企画提案書と異なる内容を提案するこ

とは認めない。 

（３）審査項目・配点 

  企画提案書は原則として下記の順に沿った作りとすること。 

１ 基本事項（10 点） 

（ア）業務実績 

a 特に紹介したい実績等があれば、説明を行うこと。 

b 様式第６号「業務受託実績書」以上に補足の必要がない場合は省略可とする。 

(イ) 業務理解度 

a 文部科学省が発出しているＧＩＧＡスクール構想の下での校務ＤＸなど、時代 

背景を踏まえた提案となっているか。 

b 本市における課題を理解した上で、総合的な解決を図る提案となっているか。 

c 業務実施に伴い想定されるリスク及びその対策を十分に把握しているか。 

２ 業務体制及び工程（10 点） 

(ア) 業務体制 

a 人員体制（人数、責任者、担当役割、導入実績経験者、資格所有者等）が明 

確であり、本業務実施に耐えうる体制が整備されているか。 

b 発注者のフォロー体制や本業務を円滑に進める体制が整備されているか。 

(イ) 工程 

a 想定スケジュールを考慮した具体的な記載となっているか。 

３ ゼロトラスト環境基盤の構築（10 点） 

ゼロトラストを構成する下記機能について、本事業の考え方に則した構成となって



いるか。 

(a) ID 統制（IDaaS 等） 

(b) デバイス制御・保護（MDM 等） 

(c) EPP 及び EDR 

(d) ネットワークセキュリティ 

(e) データ漏えい防止 

（f）ログの収集・分析 

（g）クラウドストレージ及びバックアップ構築 

４ 教職員用端末の調達（20 点） 

教職員の利用を想定した、使いやすいものとなっているか。 

教職員の業務の効率化等に資するものとなっているか。 

５ 運用保守（20 点） 

(a) 運用保守体制及び運用保守範囲が明確か。 

(b) 運用保守範囲における運用保守内容が明確か。 

(c) 適切な保守対応が可能となる環境の構築が整備されているか。 

(d) インシデント発生時の体制等が整備されているか。 

(e) 発注者の運用負担軽減が考慮されているか。 

６ 追加提案（10点） 

本事業の目的に沿った、発注者にとって有益な提案か。 

※ 追加提案については、追加提案であることを明示すること。 

７ 価格（20 点） 

各候補者の価格差（総事業費）に基づき、定められた計算比率によって算出する。 

（４）審査員 

次に掲げる８人を審査員とする。 

審査員の人数が変更となる場合や審査員がやむを得ず審査に参加できない場合は、 

５名以上であれば参加可能な審査員のみによる審査を実施する。 

また、５名を下回る場合は５名以上となるまで、下記記載の順に参加できない審査 

員が代替の審査員を指名するものとする。 

なお、各候補者の審査は全て同一の審査員による審査結果を用い、いずれかの候補 

者の企画提案に参加できなかった審査員の審査結果は、他の候補者の審査結果におい 

ても無効とする。 

a 教育部長 

b 教育政策課長 

c 学校教育課長 

d 学校教育課指導主事（２名） 

e 学校教育課担当係長 



f 企画政策課 DX 推進担当係長 

g  企画政策課情報管理担当係長 

１２ 候補者の選考方法 

（１）参加資格を満たす者のうち、評価点の合計が最も高い者を事業候補者として選定す

る。ただし、適切な提案がない場合には、候補者を選定せず、プロポーザルの手続き

を中止するものとする。  

（２）評価点の合計が最も高い者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を事

業候補者として選定する。 

（３）評価点の合計が満点の６割に達しない場合は、事業候補者として選定しないものと

する。 

 

１３ 審査結果 

（１）資格審査結果 

参加申込書等を提出した全ての者に対し、書面で通知する。 

（２）プレゼンテーションの審査結果 

筑紫野市の公式ホームページで公表するほか、プレゼンテーションに参加した全て

の者に対し、書面で通知する。 

 

１４ 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

①参加要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合  

②提出書類に虚偽の記載があった場合又は提出書類に不備があった場合  

③本要項で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条

件に適合しない書類の提出があった場合  

④選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合  

⑤プレゼンテーションを正当な理由なく欠席した場合  

⑥価格提案書の金額が「３提案上限額」に記載した金額を超過した場合 

 

１５ 情報公開及び提供 

市は、提出された企画提案書等について、筑紫野市情報公開条例（平成１７年６月２

９日条例第２１号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものと

する。ただし、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、

非開示となる場合がある。 

 

１６ その他 

（１）申請の辞退 



   申請書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式１１）を提出すること。 

 （２）提出書類 

①企画提案書の提出は、１社につき１案とする。  

②提出された全ての書類は返却しない。また、提出後の差し替え及び追加、削除は認

めない。  

③提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には利用

しない。ただし、必要に応じて複写することがある。 

④本提案に係る書類作成及び提出費用等、必要な経費は全て参加者の負担とする。ま

た、やむを得ない理由等により、本プロポーザルを中止することがあるが、この場

合においても、本プロポーザルに要した費用を筑紫野市に請求することはできな

い。 

（３）著作権等 

企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、

本事業の契約に至った者が作成した企画提案書について、筑紫野市が必要と認める場

合は、筑紫野市が予め通知することにより、その一部又は全部を無償で使用（複製、転

記又は転写をいう。）することができるものとする。 

（４）異議申立 

   参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を

申し立てることはできない。 

（５）言語及び通貨単位 

手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１７ 問い合わせ先（事務局） 

〒８１８－８６８６ 

筑紫野市石崎一丁目１番１号 

筑紫野市教育部 学校教育課 学校教育担当 

電 話  ０９２－９２３－１１１１（内線７２４） 

ＦＡＸ  ０９２－９２３－９６４４ 

    電子メールアドレス  k-kyouiku@city.chikushino.fukuoka.jp 

 

mailto:k-kyouiku@city.chikushino.fukuoka.jp

